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第１編 総 論 

第１章 市の責務、計画の位置づけ 

１ 市の責務 

（国民保護法第 3条 国、地方公共団体等の責務） 

市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。）は、武力攻撃事態等において、 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保護法」と 

いう。）その他の法令、国民の保護に関する基本指針（平成 17年 3月閣議決定。以下「基 

本指針」という。）及び大分県の国民の保護に関する計画（以下「県国民保護計画」と 

いう。）を踏まえ、市の国民の保護に関する計画（以下「国民保護計画」という。）に 

基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置（以 

下「国民保護措置」という。）を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機関が 

実施する国民保護措置を総合的に推進する。 

 

２ 計画の位置づけ 

（国民保護法第 35条 市町村の国民保護に関する計画） 

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第 35条の規定に基づき、国民保護計画を 

作成する。 

 

第２章 計画の目的等 

１ 計画の目的 

（国民保護法第 16条 市町村の実施する国民の保護のための措置） 

（国民保護法第 35条 市町村の国民の保護に関する計画） 

この計画は、国民保護法第 35条の規定に基づき、次に掲げる事項を定め、もって武力 

攻撃事態等における国民保護措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確か 

つ迅速な実施に資することを目的とする。 

(1) 市内区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項 

(2) 市が実施する国民保護措置に関する事項 

(3) 国民保護法第 35条第 2項各号に掲げる事項 

 

２ 国民保護計画の構成 

国民保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、

市が実施する国民保護措置に関する事項等国民保護法第 35条第 2項各号に掲げる事項につ

いて定めるものとし、以下の各編により構成する。 

第１編 総 論 

第２編 平素からの備えや予防 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４編 復旧等 

第５編 緊急対処事態における対処資料編 
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３ 地域防災計画等との整合性の確保 

市においては、災害対策基本法（昭和 36年 11月 15日法律第 223号）に基づき、日田 

市地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）を策定し、台風や地震などの自然災 

害や大規模事故等に対する防災対策を実施している。地域防災計画は、この計画とは、 

その対象とする災害の発生原因は異なるものの、災害の態様や対処方法については、国 

民保護措置と共通する部分が多い。また、発生した事態に効果的に対応するためには、 

体制の運用や関係機関との連携体制等の統一を図る必要がある。このようなことから、 

この計画は、地域防災計画との整合性を確保し、できるだけ統一的な運用ができるよう 

に配慮するものとする。また、この計画に定めのない事項については、地域防災計画等 

の例による。 

 

４ 国民保護計画の見直し、変更手続 

（国民保護法第 35条 市町村の国民の保護に関する計画） 

（国民保護法第 39条 市町村協議会の設置及び所掌事務） 

(1) 国民保護計画の見直し 

国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新たな 

システムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果 

等を踏まえ、不断の見直しを行う。 

国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重するとともに、 

広く関係者の意見を求めるものとする。 

(2) 国民保護計画の変更手続 

国民保護計画の変更に当たっては、計画策定時と同様、国民保護法第 39条第 3項の 

規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、公表 

するものとする。ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する 

法律施行令（以下「国民保護法施行令」という。）で定める軽微な変更については、 

市国民保護協議会への諮問及び知事への協議は要しないものとする。 
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第３章 国民保護計画が対象とする事態 

この計画においては、以下に掲げる４類型を対象として想定する。 

 

１ 武力攻撃事態 

(1) 着上陸侵攻 

特 徴 留意点 

・船舶による場合 

 沿岸部が当初の侵攻目標になりやすい 

・航空機による場合 

 沿岸部に近い空港が攻撃目標になりやす

い 

・国民保護措置の実施地域 

 広範囲、期間が比較的長期に及ぶことも 

想定 

・被害 

 爆弾､砲弾による家屋､施設の破壊､火災 

など 

・事前準備が可能であり先行避難が必要 

・広域避難の混乱発生防止のため、対策本 

部長の調整のもと、避難経路の確保、交通 

規制の実施 

・都道府県の区域を越える避難の場合は、 

対策本部長は、関係都道府県知事から意見 

を聴き、国の方針として具体的な避難先地 

域等について避難措置の指示を実施 

・国、地方公共団体は、速やかな避難のた 

めに輸送力を確保 

・避難生活の長期化を想定して食品等救援 

物資が円滑に調達・確保できるよう、あら 

かじめ供給・調達体制の整備 

(2) ゲリラや特殊部隊による攻撃 

特 徴 留意点 

・突発的な被害の発生の可能性 

・都市部の中枢、鉄道、橋りょう、ダム、 

原子力関連施設への注意が必要 

・被害は比較的狭い範囲に限定されるのが 

一般的であるが、攻撃目標となる施設の種 

類によっては、大きな被害が生ずるおそれ 

がある（生活関連等施設の被害） 

・ＮＢＣ兵器やダーティボム（爆薬と放射 

性物質を組み合わせたもの）が使用される 

ことも想定 

・武力攻撃が行われる地域の今後の推移の 

予測等を踏まえ、要避難地域の住民の速や 

かな避難 

・武力攻撃の態様に応じ、攻撃当初は屋内 

に一時避難させ、その後安全な措置を講じ 

つつ適切に避難させる等の対応が「必要 

・都道府県知事は、避難措置の指示がなさ 

れていない状況において、武力攻撃災害の 

兆候等を覚知した場合は、住民の危険防止 

のための緊急通報の発令、都道府県知事及 

び市町村長による退避の指示、警戒区域の 

設定等時宜に応じた措置 
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(3) 弾道ミサイル攻撃 

特 徴 留意点 

・発射段階での攻撃目標の特定が極めて困 

難であり、短時間で着弾 

・弾頭の種類(通常弾頭､ＮＢＣ弾頭）を着 

弾前に特定するのが困難 

・弾頭の種類に応じて、被害の様相及び対 

応が大きく異なる 

・通常弾頭の場合、被害は局限され、家屋

、施設の破壊、火災等を想定 

・迅速な情報伝達等による被害の局限化が

重要 

・発射の兆候を事前に察知できる場合には

、迅速に避難措置の指示を実施 

・当初は屋内避難を指示、着弾後に被害状 

況を迅速に把握した上で、弾頭の種類に応 

じた避難措置の指示を実施 

・避難は屋内避難が中心で、できるだけ近 

傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や 

建築物の地下施設等に避難 

・事態の推移、被害の状況等に応じ、他の 

安全な地域へ避難 

(4) 航空攻撃 

特 徴 留意点 

・弾道ミサイル攻撃の場合に比べ時 間的余 

裕があるものの、あらかじめ攻撃目標を特 

定することが困難 

・都市部の主要な施設やライフライ ンのイ 

ンフラ施設が目標 

・被害は、家屋破壊、火災など 

・攻撃の目標地を限定せずに、屋内への避 

難等の避難措置を広範囲に指示の必要 

・屋内避難に当たっては、できるだけ近傍 

のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建 

築物の地下施設等に避難 

・事態の推移、被害の状況等に応じ、ほか 

の安全な地域への避難 

・生活関連等施設の安全確保措置を講じ、 

武力攻撃災害の発生・拡大の防止が必要 
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２ 緊急対処事態 

緊急対処事態として、以下に掲げる事態例を対象として想定する。 

項目 類型別 形 態 主な被害の概要 

攻 

撃 

対 

象 

施 

設 

等 

危険性を内在する物質を

有する施設等に対する攻

撃 

・原子力事業所等の破壊 ・大量の放射性物質等 

の放出、汚染された飲 

食物等の摂取により被 

ばくする 

 ・石油コンビナート、 

可燃性ガス貯蔵施設等 

の爆破 

・爆発及び火災による 

住民への被害や社会経 

済活動への支障が生ず 

る 

 ・危険物積載船への攻撃 

 

・危険物の飛散による 

住民への被害が発生す 

るとともに、港湾及び 

航路の閉塞、海洋資源 

の汚染等による社会経 

済活動への支障が生ず 

る 

 ・ダムの破壊 ・下流域へ及ぼす被害 

は、多大なものとなる 

多数の人が集合する施設、

大量輸送機関等に対する

攻撃 

・大規模集客施設の爆破 

・ターミナル駅等の爆破 

・列車等の爆破 

・爆破による人的被害 

が発生し、施設崩壊し 

た場合には人的被害は 

多大なものとなる 
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項目 類型別 形 態 主な被害の概要 

攻 

撃 

手 

段 

多数の人を殺傷する特性

を有する物質等による攻

撃 

・ダーティボム等の爆 

発による放射能の拡散 

 

・ダーティボム等の爆 

発による被害は、爆弾 

の破片等による被害並 

びに熱及び炎による被 

害等である 

・放射線によって後年ガン

を発症することもある 

・炭疽菌等生物剤の航空機

等による大量散布 

・人に知られることなく散

布が可能であり、被害の態

様は生物剤によって異な

る 

・人を媒体とする生物剤の

場合は、二次感染による被

害の拡大が考えられる 

・市街地等におけるサリン

等化学剤の大量散布 

・水源地に対する毒素等の

混入 

・臭気の有無等その性質は

、化学剤によって異なる 

・被害の範囲は、地形、気

象等により変わる 

破壊の手段として交通機

関を用いた攻撃等 

・航空機等による多数の死

傷者を伴う自爆テロ 

・弾道ミサイル等の飛来 

・爆破による人的被害が発

生し、施設崩壊した場合に

は人的被害は多大なもの

となる 
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３ ＮＢＣ攻撃 

ＮＢＣ攻撃（核兵器又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。）は、 

特殊な対応が必要であり、留意点等については、次に定めるとおりである。 

 (1) 共通の留意点 

・内閣総理大臣は、関係大臣を指揮し、被災者の救助、医療体制の確保及び汚染 

地域の範囲の確定及び除染の実施等汚染の拡大の防止のために必要な措置を講ず 

る。 

・消防機関、都道府県警察は、それぞれの攻撃に応じた防護服を着用して、除染 

、救助等を実施 

・関係機関は、建物への立入制限、交通規制、給水制限、飲食物の摂取制限及び 

警戒区域の設定等の措置を講ずる。 

・避難住民誘導の際は、風下方向は避け、皮膚の露出を極力抑えさせる 

・外気からの密閉性の高い屋内の部屋等への避難 

・特有の感染症等の診断・治療技術等に関する研究や教育研修の推進により医療 

関係者の対応能力の向上を図る 

・国は、診断、治療に関する専門家の派遣、医薬品の提供等の支援を速やかに実

施 

(2) 核兵器等の場合 

・避難誘導に当たり、風下を避け、手袋、帽子、雨合羽等により放射性降下物に 

よる外部被ばくを抑制 

・汚染の疑いある水や食物の摂取を避け、安定ヨウ素剤の服用等による内部被ば 

くを防止 

・熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域は、堅ろうな建物、地下施設等に 

避難し、状況に応じ、放射線の影響を受けない安全な地域への避難誘導 

・医療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チームを現地に派遣 

・被ばく患者に対する汚染や被ばくの程度に応じた適切な医療の実施 

・汚染地域への立入制限を確実に行い、避難誘導や医療に当たる要員の被ばく管 

理を適切に実施 

(3) 生物兵器の場合 

・人に知られることなく散布が可能、二次感染の拡大防止が課題 

・国を中心とした一元的情報収集及びサーベイランス（疾病監視）による感染源及

び汚染地域の特定 

・感染源となった病原体の特性に応じた医療活動の実施、感染者の入院、治療によ

るまん延防止 

・国民に必要なワクチン接種とそれに関する情報についての広報 

・医療関係者に対する天然痘等のワクチン接種等所要の防護措置の実施 

(4) 化学兵器の場合 

・迅速な原因物質の特定、汚染地域の範囲の特定及び除染、被災者の救助等、汚染 

の拡大防止措置の迅速な実施 

・早期に患者を除染し、速やかに適切な医療機関に搬送する等、化学剤の特性に応 

じた救急 医療の実施 
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第４章 国民保護措置に関する基本方針 

市は、武力攻撃等において、国民保護法その他の法令、基本方針及びこの計画に 

基づき、市民の協力を得つつ、関係機関と相互に連携協力するとともに、以下の点 

を基本とし、国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期する。 

 

１ 基本的人権の尊重 

（国民保護法第 5条 基本的人権の尊重） 

国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重す 

ることとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最 

小限のものに限り、公正かつ適正な手続のもとに行う。 

 

２ 国民の権利利益の迅速な救済 

（国民保護法第 6条 国民の権利利益の迅速な救済） 

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟 

その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。 

 

３ 国民に対する情報提供 

（国民保護法第 8条 国民に対する情報の提供） 

武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を、適時 

に、かつ、適切な方法で提供する。 

 

４ 関係機関相互の連携協力の確保 

（国民保護法第 3条 国、地方公共団体等の責務） 

市は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素 

から相互の連携体制の整備に努める。 

 

５ 国民の協力 

（国民保護法第 4条 国民の協力等） 

国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民 

に対し、必要な援助について協力を要請する。 

この場合において、国民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努める 

ものとする。また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの 

支援に努める。 

 

６ 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重 

（国民保護法第 7条 日本赤十字社の自主性の尊重等） 

指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共 

機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであ 

ることに留意する。 
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７ 高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

（国民保護法第 9条 留意事項） 

国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障がい者その他特に配慮を要する者の保 

護について留意する。また、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争 

において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。 

 

８ 国民保護措置に従事する者等の安全の確保 

（国民保護法第 22条 安全の確保） 

市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。また、 

要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全の確保に十 

分に配慮する。 

 

第５章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

市町村、指定地方行政機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、おおむ 

ね次に掲げる業務を処理する。 

１ 県 

（国民保護法第 11条 都道府県の実施する国民の保護のための措置） 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

大分県 

(1) 大分県国民保護計画の作成に関すること 

(2) 大分県国民保護協議会の設置、運営に関すること 

(3) 大分県国民保護対策本部及び大分県緊急対処事態対策本部の設

置、運営に関すること 

(4) 組織の整備、訓練に関すること 

(5) 警報の通知に関すること 

(6) 住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道

府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難

に関する措置の実施に関すること 

(7) 救援の実施､安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救

援に関する措置に関すること 

(8) 武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令､退避の指示､警

戒区域の設定､保健衛生の確保、被災情報の収集その他の武力攻撃

災害への対処に関する措置の実施に関すること 

(9) 生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活

の安定に関する措置の実施に関すること 

(10) 交通規制の実施に関すること 

(11) 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施に関すること 
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２ 市 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

日田市 

(1) 日田市国民保護計画の作成に関すること 

(2) 日田市国民保護協議会の設置、運営に関すること 

(3) 日田市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運

営に関すること 

(4) 組織の整備、訓練に関すること 

(5) 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関

の調整その他の住民の避難に関する措置の実施に関すること 

(6) 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救

援に関する措置の実施に関すること 

(7) 退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災者の救助

、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処

に関する措置の実施に関すること 

(8) 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施

に関すること 

(9) 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施に関すること 

 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

九州管区警察局 (1) 管区内各県警察の国民保護措置及び相互援助の指導・調整 

(2) 他管区警察局との連携 

(3) 管区内各県警察及び関係機関等からの情報収集並びに報告連絡 

(4) 警察通信の確保及び統制 

九州防衛局 (1) 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

(2) 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

九州総合通信局 (1) 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

(2) 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に

関すること 

(3) 非常事態における重要通信の確保 

(4) 非常通信協議会の指導育成 

九州財務局 (1) 地方公共団体に対する災害融資 

(2) 金融機関に対する緊急措置の指示 

(3) 普通財産の無償貸付 

(4) 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

九州厚生局 (1) 救援等に係る情報の収集及び提供 

大分労働局 (1) 被災者の雇用対策 

九州農政局 (1) 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

(2) 農業関連施設の応急復旧 

九州森林管理局 (1) 武力攻撃災害対策用復旧用資材の調達・供給 
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指定地方行政機関（つづき） 

九州経済産業局 (1) 救援物資の円滑な供給の確保 

(2) 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

(3) 被災中小企業の振興 

九州産業保安監

督部 

(1) 鉱山における災害時の応急対策 

(2) 危険物等の保全 

九州地方整備局 (1) 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

(2) 港湾施設の応急復旧 

九州運輸局 (1) 運送事業者への連絡調整 

(2) 運送施設及び車両の安全保安 

福岡管区気象台 (1) 気象状況の把握及び情報の提供 

九州地方環境事

務所 

(1) 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

(2) 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情

報収集 

 

４ 自衛隊 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

海上自衛隊 

航空自衛隊 

(1) 武力攻撃事態等における侵害の排除 

(2) 武力攻撃事態等における国民保護措置の実施及び関係機関が実

施する国民保護措置の支援等 

 

５ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

放送事業者 (1) 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除をむ。

）の内容並びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 (1) 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

(2) 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 (1) 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における

協力 

(2) 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱

い 

電気事業者 (1) 電気の安定的な供給 

ガス事業者 (1) ガスの安定的な供給 

郵政事業を営む

者 

(1) 郵便の確保 

病院その他の医

療機関 

(1) 医療の確保 

道路の管理者 (1) 道路の管理 

日本赤十字社 (1) 救援への協力 

(2) 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 
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第６章 日田市の地域特性 

１ 地 勢 

日田市は大分県の西部に位置し、福岡・熊本県と境をなし、東は九重山系、北 

は英彦山系、南は阿蘇山系、西は耳納山系に四方を囲まれた盆地地形である。 

 

○日田市内における極所の経緯度 

方 位 地 名 経 緯 方 位 地 名 経 緯 

東 
天瀬町 

（一手野） 
131゜05′26 南 

上津江町 

（南雉谷） 
33゜01′23 

西 
前津江町 

（柚木） 
130゜49′29 北 岳滅鬼山 33゜27′28 

 

○日田市の面積，広ぼう，海抜及び周囲 

面 積 
広ぼう 海 抜 

周 囲 
東 西 南 北 最高地 最低地 

666.03 ㎢ 

24.88km 

天瀬町 

(一手野) 

～ 

前津江町 

(柚木) 

 

48.63km 

上津江町 

(南雉谷) 

～ 

岳滅鬼山 

1,231m 

釈迦ヶ岳 

38.0m 

夜明関町 
171.7km 

(1) 地形の特徴 

ア 山 地 

日田市の山地は、釈迦岳、英彦山など高度 1,200ｍ程度の山峰で代表され 

る。いずれも、主に新第三紀に形成された古い火山地域である。 

イ 平 地 

日田市内の平地は、極めて少なく一番低い海抜 80m～100m 付近の盆地底部 

は、三隈平野があり、段丘より切り離された日隈・月隈・星隈の残丘がある。 

ウ 河 川 

日田市内の河川は、筑後川水系筑後川、大山川、玖珠川、花月川を代表さ 

れる。それぞれに合流する支川が多数存在しており全てが三隈川に合流し、 

西流しながら筑後平野を貫流して有明海に注いでいる。 

エ 湖 沼 

日田市内の湖沼は、千倉ダム、萩尾溜池、田代溜池などがあり、農業用水に利用 

されている。また、大山町には多目的の松原ダム，大山ダム、中津江村には下筌ダ 

ム、福岡県との境には水力発電用の夜明ダムがある。 

(2) 市の特徴 

有事の際には、ダム及び浄水場などの国民生活に関連する施設は、攻撃目標とされ 

る可能性がある。本市には市街地を流れる三隈川を利用した上野浄水場があり、上流 

域には下筌ダム、松原ダム及び大山ダムが位置する。 
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２ 土地利用等社会条件 

日田市は、平地が極めて少なく総面積 66,603ha のうち 83%（55,039ha）を林 

野が占めている。耕地は約 5%（3,350ha）であり、耕地の 53.4%（1,790ha）が水 

田、46.5%（1,560ha）が畑等に利用されている。 

 

３ 人口分布 

人口分布は、令和４年 10月 31現在、62,172人、27,128世帯が在住していて、の中 

心市街地に全人口の約８割が集中している。人口の年齢構成については、年少人口割 

合（0～14歳）11.8％、生産年齢人口割合（15～64歳）52.1％、老年人口割合（65歳以 

上）36.1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 道路の位置等 

日田市内の道路網については、東西に 210 号、386 号、442 号が横断、南北に 

211 号、212 号、387 号が縦走しており、これらの国道と 24 本の県道を軸として 

構成されている。 

 (1) 一般道路 

日田市内の一般道路は、実延長 1556.5km で、国道 106.9km、県道 272.3km、 

市道 1177.3km となっている。 

 (2) 高規格道路 

佐賀県鳥栖市を起点として大分市に至る延長 257km の高速道路である。日田 

市内区間は、約 22km であり全線供用されている。 
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５ 気 候  

日田市は地理的にほぼ九州の中央部に位置しているため、内陸型気候といわれ 

ている。周辺に中小河川が縦横に走っていることと、放射熱が夜間急激に上空に 

飛散するため、濃い霧の発生をみることが多い。内陸特有の性質から夏冬と昼夜 

の気温差が大きく、また夏季は雷の発生が多い。風は地形の影響で西又は西北西 

の風が多く風速は比較的弱い。年平均気温は平地部で約 15.4℃、年間降水量は 

1,810.4 ㎜（西部の前津江町では 2,853 ㎜）、年平均湿度は 74.0％で比較的温暖 

多湿の気候といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 鉄 道  

ＪＲ九州の久大本線があり、本市の西側と隣接する福岡県うきは市、東側は大 

分県玖珠町と繋がっている。 


